
＜審査の品質管理体制＞
○審査の品質管理システムは、特許庁長官及びその命

を受けて審査に関する事務のうち技術に関する重要
事項を統括整理する特許技監を責任者とし、品質ポ
リシー、品質マニュアルに従い、管理を実施。

＜審査プロセスと品質管理の実施＞
○審査プロセスにおける品質管理の実施は、大きく以

下の３つの手法により行われている。

○その他、審査官の研修等による知識・能力の向上、
審査に関する統計データ(1次審査での特許査定率、
適用条文ごとの拒絶理由通知率等)の審査官への提
供等により、品質向上の取組が行われている。

○また、ユーザーに対する審査の質に関する評価の調
査、海外特許庁との審査結果の比較分析等による品
質検証の取組が行われている。

審査品質管理の現状と今後の進め方
○「平成26年度において特許庁が達成すべき目標について」（平成26年3月）
特許審査の品質管理の実施状況、実施体制等の客観的な評価を通じて質の向上を図るため、平成26年度の早期に、実務経験者や学識経験者など外部有識者で構成する委員会を新たに設置し、達成すべき
目標を委員会で定める。

○「「日本再興戦略」改訂2014」（平成26年6月24日 閣議決定）
今後１０年間で特許の「権利化までの期間」を半減させ平均１４月以内とするとともに、外部有識者による客観的な品質管理システムの導入等の取組により「世界最速・最高品質」の審査を実現する。
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*特に外国特許文献、非特許文献について48件

○審査迅速化の取組を行い、一次審査（ＦＡ）までの期間を１１月と
する「ＦＡ１１」を達成。企業活動等のグローバル化に伴い、我が
国の審査結果が他国の特許審査でも通用するよう、迅速性に加え、
品質の確保が急務。

一次審査通知までの期間の推移

審査官一人当たりの審査処理件数
（2012年）

○審査官一人当たりの審査処理件数が多い中、審査品質についての
ユーザーアンケートでは、「普通」以上の評価を92.5%確保。

国内特許審査の質全般への評価

平成25年度特許審査の質についての
ユーザーアンケート報告書

○また、他の特許庁との比較では、多くの項目でユーザーに高い
評価を得ているものの、一部項目では改善の余地あり。

○その他、ユーザーアンケートでは、不満点として「審査官間での判
断のばらつき」を指摘する声が比較的多数あり（回答の36.6%）。

○品質管理の実施体制、実施状況等について外部有識者から客観的な評価を受け、それらについて改善すべき点を達成すべき
目標として具体化・明確化し、それを特許庁の品質管理に関する施策に反映し、着実な審査品質の向上を実現

＜審査品質管理小委員会の進め方（案）＞

問題の所在（特許）

①特許庁の品質管理の実施体制、実施状況等について特許庁が説明し、委員会で評価項目/基準の試行案等を審議
②評価項目/基準に基づき、委員会で評価を試行し、その結果を基に改善すべき点等を審議、品質管理の実施体制、実施状

況に関する達成すべき目標を議論
③特許庁は、指摘を受けた達成すべき目標を品質管理に関する施策に反映、委員会でその施策反映の妥当性を審議

国際出願件数の推移
（特許法条約に基づく出願）
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審査品質管理小委員会のねらいと進め方

品質管理システム（特許）

① 責任者としての長官、特許技監
② 審査業務を実施する審査長単位（課相当）
③ 審査関連施策の企画・立案を行う調整課・

品質監理室
④ 審査の質の分析・評価を行う品質管理庁内

委員会・品質管理官

① 審査官の実体審査における品質向上の取組
（審査官間における協議・情報共有、出願人

等との面接、品質関連情報の活用等）
② 審査長等による決裁時の品質チェック
③ 品質管理官によるサンプルチェック・

フィードバック

品質ポリシー
品質マニュアル

資料４－１



審査品質管理
小委員会

審査官一人当たりの審査処理区分数
（日：2013年、米：2013年度）
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○審査プロセスにおける品質管理の実施は、概ね特許と
同様。

○ただし、意匠審査では、一度に数十件から百数十件を
一定期間にまとめて審査する「バッチ審査」を実施。米国との審査官数比較

○品質管理体制は、概ね特許と同様であるが、品質監理
室の有無等の相違がある。

○特許と比較して、審査官数(特許約1700名、意匠約50
名)が少数であることから、体制も小規模での対応。

① 責任者としての長官、特許技監
② 審査業務を実施する審査長単位
③ 審査関連施策の企画・立案を行う意匠課
④ 審査の質の分析・評価を行う品質管理庁内委員会・

品質管理官

① 審査官の実体審査における品質向上の取組
② 審査長等による決裁時の品質チェック
③ 品質管理官によるサンプルチェック・庁内委員

会による分析、フィードバック

○米国特許商標庁と比較して審査官一人当たりの一次審査(FA)区分数が多
い中、FA期間を着実に短縮。

○審査品質に対するユーザーの評価は、概ね高い評価を得ている（個別案
件に対する満足度に関して「普通」以上の評価の占める割合は82％であ
り、最近の商標審査全般に対する満足度に関して「普通」以上の評価の
占める割合は85％であった）が、「審査官間の判断のばらつき」や「判
断根拠となる論理や証拠の記載が不十分な拒絶理由通知等の存在」と
いった指摘もある。

○審査プロセスにおける品質管理の実施は、概ね
特許と同様。

＜審査の品質管理体制＞ ＜審査プロセスと品質管理の実施＞

※ 平成25年度 「商標登録出願の個別案件審査結果についてのアンケート」

商標の状況

① 責任者としての長官、審査業務部長
② 審査業務を実施する審査室単位
③ 品質管理施策の企画・立案・実施を行う商標課品質管理官
④ 審査の質の評価・対応方針の決定を行う品質管理庁内委員会

① 審査官の実体審査における品質向上の取組
（審査官・管理職間における協議・情報共有、

出願人等との面接、品質関連情報の活用等）
② 審査長等による決裁時の品質チェック
③ 品質管理官によるサンプルチェック・フィード

バック

○品質管理体制は、審査関連施策の企画・立案・実施は商標課品質
管理官が行い、品質管理庁内委員会は、質についての評価及び改
善のための対応方針の決定を行うなど、特許・意匠とは相違があ
る。また、特許と比較して審査官数（特許約1700名、商標約140
名）が少数であることから、体制も小規模での対応。

＜審査プロセスと品質管理の実施＞意匠の状況

※平成23年度 「方式等の審査周辺業務を含む品質管理（監理）に関する調査研究報告書」

○米国特許商標庁と比して一人当たりの一次審査(FA)件数2.７倍の中、機械化等
による審査の効率化によりFA期間が着実に減少。

○意匠審査に対して、ユーザーからの評価（ヒアリング調査）等において、
迅速性、拒絶理由の説明等に評価を頂いているが、意匠の要部認定・ばら
つきに対する指摘もある。

＜審査の品質管理体制＞＜問題の所在＞

＜問題の所在＞

品質ポリシー

一次審査通知までの期間の推移

一次審査通知までの期間の推移

品質ポリシー


